
防 衛 省 訓 令 １ ２ ９ 号

防 衛 施 設 周 辺 対 策 事 業 補 助 金 等 交 付 規 則 （ 平 成 １ ９ 年

防 衛 施 設 庁 告 示 第 ９ 号 ） を 実 施 す る た め 、 防 衛 施 設 周 辺

消 防 施 設 整 備 事 業 補 助 金 交 付 要 綱 を 次 の よ う に 定 め る ｡

平 成 １ ９ 年 ８ 月 ２ ５ 日

防 衛 大 臣 小 池 百 合 子

防 衛 施 設 周 辺 消 防 施 設 整 備 事 業 補 助 金 交 付 要 綱

（ 消 防 施 設 整 備 事 業 ）

第 １ 条 地 方 防 衛 局 長 及 び 東 海 防 衛 支 局 長 は 、 防 衛 施 設

周 辺 の 地 方 公 共 団 体 が 防 衛 施 設 の 設 置 又 は 運 用 に よ る

障 害 の 緩 和 に 資 す る た め 、 別 に 定 め る 消 防 施 設 の 整 備

に つ い て 必 要 な 措 置 （ 以 下 「 消 防 施 設 整 備 事 業 」 と い

う 。 ） を 採 る と き は 、 予 算 の 範 囲 内 に お い て 、 当 該 地

方 公 共 団 体 に 対 し 補 助 金 を 交 付 す る も の と す る 。

（ 補 助 の 対 象 と す る 経 費 の 範 囲 ）

第 ２ 条 消 防 施 設 整 備 事 業 に つ い て 国 が 補 助 す る 経 費 は 、

前 条 に 規 定 す る 消 防 施 設 の 購 入 に 要 す る 経 費 と す る 。

（ 補 助 の 割 合 ）



第 ３ 条 消 防 施 設 整 備 事 業 に 対 す る 補 助 の 割 合 は 、 別 に

定 め る も の と す る 。

（ 補 助 金 の 交 付 等 ）

第 ４ 条 消 防 施 設 整 備 事 業 に 関 す る 補 助 金 の 交 付 に 関 し

て は 、 こ の 訓 令 に 定 め る も の の ほ か 、 消 防 施 設 強 化 促

進 法 （ 昭 和 ２ ８ 年 法 律 第 ８ ７ 号 ） 第 ３ 条 に 規 定 す る 消

防 施 設 に 係 る 防 衛 施 設 周 辺 の 生 活 環 境 の 整 備 等 に 関 す

る 法 律 （ 昭 和 ４ ９ 年 法 律 第 １ ０ １ 号 ） 第 ８ 条 の 規 定 に

基 づ く 補 助 の 例 に よ る 。

附 則

こ の 訓 令 は 、 平 成 １ ９ 年 ９ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。


